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MESSAGE

　これまで「178号」にわたり、歴史を

重ねてきた『SCOPE』ですが今月号か

ら全面リニューアルいたしました。

これからは、内容もデザインもさらに

パワーアップしてお届けいたします。

『SCOPE』は、先行きの見えない時代

に臆することなく、未来へ向かって進

むための羅針盤のごとく、辻・本郷 

グループのシンボルとなるよう、これか

らも進化していきたいと考えています。

　リニューアル号から 3号にわたって、

「未来へ」をテーマに誌面を構成いたし

ております。

　今後は、税務のみならず読者の皆様

とのコミュニケーションの役割を担え

る企画も予定しています。

　生まれ変わった『SCOPE』をどうぞ

お楽しみくださいますようお願いいた

します。
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特別対談─「未来を語る」
徳田　理事長　本郷　会長

●税金
『空き家に係る譲渡所得の特別控除』

●国際税務
『平成28年4月1日以後に適用される国際税務に関わる制度』

●税金Ｑ＆Ａ
通勤手当と自家用車の借り上げ料

●インフォメーション
女性税理士による女性のための相続

●
セ
ミ
ナ
ー
情
報

●コラム

脈動するインバウンド市場

注目

新 新
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版
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セ
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ナ
ー ぶらぶら徳田理事長と行く

「ぶらトク」

今月号のテーマ

「未来へ」
執筆者の方には「未来へ」にちなんで、
ご自身の未来についてひと言いただいています。

発行人
徳田孝司

編集総責任者
佐脇ゆかり

広報部
佐脇ゆかり
東方実菜子

編集長
表 純平（ラユニオン・パブリケーションズ）

編集
尾上彩子（ラユニオン・パブリケーションズ）

デザイン
日笠雅文（ラユニオン・パブリケーションズ）

片寄雄太（And-Fabfactory）
下川那奈子（ラユニオン・パブリケーションズ）

撮影
吉永和志
ライター
浦田浩志

編集 株式会社ラユニオン・パブリケーションズ
印刷所 株式会社三千和商工
配送 株式会社レーベル

◎SCOPEについてのお問い合わせ、ご意見は
辻・本郷 税理士法人
〒163-0631　東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル31階
TEL：03-5323-3312　広報部
Mail：scope@ht-tax.or.jp

｢未来｣について
一言about

the future
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Yoshihiro HongouTakashi Tokuda

激変の今だからこそ
未来は明るい

辻・本郷 税理士法人は、新理事長の徳田孝司を筆頭とする新体制を
2016年1月より発足させました。それから3か月。立場が大きく変
わった新旧ふたりの理事長が「未来へ！」というテーマで対談。
辻・本郷 税理士法人のことから日本や世界のことまで、さまざまな
未来を大いに語っていただきました。
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徳田　何かが起こった時に、すべての責任を取らね

ばならないことが大きな変化ですね。14 年間、副

理事長としてがんばってきた自負はありますが、い

やはやトップとなるとまったく違います。

　また、本郷会長の経営手腕は誰もが認めるところ。

これまでずっと右肩上がりだった成長曲線を維持し

ていけるのか、対内的にも対外的にも注目されてい

ると思います。プレッシャーはありますが、そこを

楽しむように心がけています。

本郷　グループの会長という役職は残っていますが、

1 月以降、私には税理士法人での役職が何もなくな

ったのでずいぶん気がラクになりました（笑）。最

初の 2 か月ほどはゆっくりしていましたが、ここの

ところ、また忙しくなっています。

本郷　意識したことがないですね。経営書には、たい

てい「理想のリーダー像」が書かれていますが、全

部できたら神様ですよ。私たちもお客様も、みんな

十人十色。どんなに優れたリーダーにだって欠点は

あるんです。

　それは企業でも同じこと。欠点は成長中こそ隠れ

てくれますが、停滞すると露出してしまう。そして、

人材がいなくなります。だからこそ、成長させるこ

とに注力してきました。世代が変わっても受け継い

でいける税理士法人としての DNA づくりには常に

気を配ってきましたね。

本郷　これからは IT でしょう。それからクラウド

やフィンテック※ 1。AI ※ 2もですね。

　歴史的には、コミュニケーションのあり方が格段

に変化した時に大進化が起こってきました。原始人

は、火を使って料理を手にするまでに何千年も要し

ましたが、言葉を手に入れたことで激変しました。

生産をコントロールする農業すらできるまでになっ

たのですから。同様に、印刷や電話も大きな変化で

徳田　会計事務所や税理士事務所は、個人経営がほ

とんどです。そんな中でここまで人を増やし、支部

を増やしてきた。ひとつの事業に集約している意味

と意義は何かと常に考えています。最近のテーマは、

私たちの規模を活かすサービスと組織をつくること。

お客様から担当者しか見えていない現状を打破しま

す。そうすれば、自ずと成長曲線上に次のステージ

が現れるはずですから。

徳田　「お客様の価値観や方向性」と「会計や税務」

をどうマッチングさせるかが永遠のテーマです。税

法基準ではなく、お客様基準で、そしてそこに税法

や会計をいかに合わせていけるかですね。

本郷　難しい質問だよね（笑）。お客様も変化するし、 

自分も変化する。強いて言えば柔軟性＝フレキシビ

リティかな。10 年前を振り返ると、誰もが変化し

ています。そういう意味で、若い人は大きく変化す

るから、おもしろいですね。

徳田孝司
辻・本郷 税理士法人  理事長

本郷孔洋
辻・本郷 グループ  会長

特別対談

新体制発足後、変化はありましたか？

リーダーとしての心がけとは？ 

税理士や会計士のプロとしてのこだわりは？

（ほんごう・よしひろ）1945年、岩手県生まれ。
2002年、辻・本郷 税理士法人 理事長に就
任。2016年1月、同理事長を退任。辻・本郷 
グループ 会長に就任。

※1　ITを利用した金融テクノロジー。代表例はモバイル決済など
※2　人工知能。人間のように自身で考えて判断するコンピュータの開発が進められている

（とくだ・たかし）1954年、愛媛県生まれ。
2002年、辻・本郷 税理士法人 副理事長に
就任。2016年1月より同理事長に就任。

未来を見据えて注目しているものは？

T o   T h e  F u t u r e

T o   T h e  F u t u r e
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したね。そして今は、口コミが 1 分で世界中に伝搬

する時代です。大変革期です。

徳田　スマートフォンに入っているアプリも、創世

記はすべて大型機械だったですものね。

本郷　何が起こるか分からない今を生きていること

自体に興味を持っていますよ。

本郷　いろいろ大変なこともあるけれど、日本人は

るか、そのまま進むか。分岐点にいることは確かで

しょう。

徳田　今は夢がなくなっている気がします。最初か

らモノがあるので、目標を掲げにくいのかもしれま

せんね。でも、ちょっと見方を変えるだけで目標や

夢なんて簡単に発見できます。

　私たちで例を挙げると、辻・本郷 税理士法人の

シェアは業界内でもまだまだです。つまり伸びしろ

ばかり。問題点を見つける能力を磨けば、楽しむべ

き課題は必然的に見つかります。これは、私たちだ

けではなく、全業種に当てはまることだと思います。

本郷　お客様がいなければ何も始まらない税理士や

です。つまり、ビジネスで成功するためには、普通

の人が楽しいと思うことの逆ばかりやらねばならな

い。だから、先天的にサービスすることが好きとい

うカリスマ女将の宿や料亭が流行るのは頷けること

なんです。

　幸い、私も徳田さんもたまたま仕事が好きだった。

こういう性格で良かったと思います。

徳田　そうですね。私もお客様からご相談いただけ

ることがうれしいです。考えて工夫すれば解決でき

ますし、何よりそういう人間関係に感謝しています。

確かに性格かもしれませんね（笑）。

本質的にのんびりしていると思

います。世界のニュースを見る

と、戦争が起こったり、移民問

題が勃発したりしているのです

から。世界では何十億もの人が

1 日 2 ドルで生きているわけで、

そこを見てから日本を振り返る

と、なんとも脳天気だなと思い

ます。独自性という美しさがあ

る反面、危機感が薄い。変革す

会計士が未来に可能性を感じているんだから、お客

様の未来はもっと明るいと思いますよ。

徳田　仕事を楽しんで、目の前のことを精一杯やる

だけでも未来は広がると思います。

本郷　私も徳田さんも身に余る巨大な夢を持ってい

なかったことが共通点かもしれませんね。

　仕事って、本質的に好きな人はほとんどいないん

ですよ。毎週月曜日が楽しみだ、お客様から無理難

題を与えられてうれしい人って、そうはいないはず

一人の担当者がお客様と深く長

く接するため、辻・本郷 税理士

法人の顔が見えにくいという問

題 を 解 消 し て い き ま す。サービ

スはもちろん、さまざまなこと

を可視化していきますので、ご

意見があれば遠慮なくお申し付

けください。

これまでの『S C O P E』で連載さ

せていただいていた編集長のペ

ージ は、リ ニューア ル に 伴 い 前

号で終了となりました。長期に

わたりご愛読ありがとうござい

ま し た。こ れ か ら は、辻・本 郷 

グループの会長という別の形で、

辻・本郷 税理士法人を始めグル

ープの成長に関わっていきます。

これからの世の中はどうなるでしょう？

｢未来｣について
一言about

the future

徳田孝司 本郷孔洋

T o   T h e  F u t u r e
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ぎもん・しつもん・お答えします

　貴社においては、借上げ料の人ごとや日にちごとの管理が大変なこと

から、全員一律の通勤手当として支給したものと思われますが、税務上

は「通勤手当」と「借上げ料」を分けて考える必要があります。

（１）「通勤手当」

　税法においては、社員が勤務場所に通勤するために、バスや電車など

を利用しているのか、貴社の事例のように自家用車などを使用している

かどうかによって細かく非課税限度額が定められています。通勤距離と

交通手段の調査する必要があります。非課税限度額を超える「通勤手当」

は給与所得として源泉徴収の対象となります。なお、通勤距離が片道

2km未満の場合には、実際に自宅から自家用車で通勤していたとしても

全額が課税対象です。

（２）「借上げ料」

　社員の自家用車を利用して、出張や業務に係る旅費交通費等に代えて

金銭支給する場合には、走行距離の使用実績の把握と、燃料費や車両維

持費等の実費相当分として妥当な金額かどうかの検証が必要となります。

適正な金額であれば、会社は旅費交通費として経費処理が可能であり、

社員は非課税の収入となります。過大と認められる場合には「給与所得」

または「雑所得」となり、課税の問題が生じます。「給与所得」とされ

た場合には、「源泉所得税」の対象です。（執行理事　小林作
さ と み

土ミ ）

A n s w e r

税金
Q& A

Q u e s t i o n

当社は、不動産賃貸仲介を

主として営業を行っている

不動産業です。入居希望者

の現地案内のために、社員

の自家用車を借上げ使用し

ています。社員に対しては、

通勤手当を含めて一律月額5

万円の借上げ料を支払って

います。

通勤手当であり、借上げ料

に対する各人の燃料費等の

実費相当分もあることから、

全額非課税として年末調整

の支給金額には含めており

ません。この処理で税務上

問題ないでしょうか？

通勤手当と自家用車の
借上げ料

歴史好きの筆者にとっては、「未来」は「過去」の延長です。「未来の夢」を語るより、「過去の歴史」に学ぶべきと思い
ます。科学は進歩しても、思想、心情、モラル等は、釈迦、孔子や孟子、ソクラテスの時代より退歩しています。経済は、
実物経済よりバーチャル経済、かつグローバル化で理解は困難になっていますが。(小林)

｢未来｣について
一言about

the future

税金Q&Aでは皆さんの
税金への疑問にお答えいたします。
税務に関する質問を
scope@ht - tax .o r . jp まで
お寄せ下さい。



　空き家に係る譲渡所得の特別控
除とは、相続時から3 年を経過する
日の属する年の 12 月 31 日までに
被相続人の居住の用に供していた
家屋を相続した相続人がその家屋

（耐震性のない場合は耐震リフォームをした

ものに限り、その敷地を含む。）または除
却後の土地を譲渡した場合には、そ
の家屋又は除却後の土地の譲渡益
から3,000 万円を控除することがで
きる特例措置です。
　また、この特例措置を適用するた
めには、右の４つの要件を満たす必
要があります。

 留意点としては、この特例措置を
受ける場合には、相続財産に係る
譲渡所得の課税の特例（取得費加算

の特例）と選択適用になるということと、
耐震性を満たすことなどの要件につ
き、地方公共団体の首長等の確認

をした旨を証する一定の書類の添付
が必要となることが挙げられます。
　相続財産に係る譲渡所得の課税
の特例（取得費加 - 算の特例）との選
択は慎重に判断する必要があります。

① 相続した家屋は、昭和 56 年 5 月31 日以前に建築された家屋（区分所有
建築物［マンション等］を除く。）であって、相続発生時に、被相続人以外に
居住者がいなかったこと。

② 譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付け、
事業の用に供されていたことがないこと。

③譲渡価額が 1 億円を超えないこと。
④ 平成 28 年 4 月1 日から平成 31 年 12 月31 日までの間に譲渡されたも

のであること。

SCOPE  No.17906

空き家は倒壊の危険があることや犯罪の温床となる危険性があ

るので、その発生を抑制するために、相続により生じた空き家

の譲渡について、3,000万円の特別控除の特例措置が平成28年

度税制改正により創設されました。

東 祥太朗  ●相続部　税理士
（あずま・しょうたろう）

相続 譲渡

譲渡

3,000万円特別控除の適用

耐震リフォーム
（耐震性を満たす場合は不要）

空き家 譲 渡 の 特 例 措 置

被相続人の居住の用に
供していた家屋及びその敷地

空き家

更地

空き家に係る譲渡所得の特別控除

６月に第一子が誕生予定で、この時期になると徐々にベビー用品などが増えていき身の回りの環境が刻々と変化してい
くのを実感し、毎日ワクワクして過ごしております。それとともに人としてまだまだ未熟な私が親になれるのか、日々
不安に押しつぶされそうになっています。このワクワク感と不安感の間に挟まれ悩んでいる私ですが、悩んでいても明
日はやってくるということで、自分と家族のミライを創るために日々を一生懸命に頑張ろうと思います。（東）

｢未来｣について
一言about

the future

税金
Topic



外国子会社配当益金
不算入制度の見直し

　平成27年度税制改正により、外
国子会社側で損金に算入される配
当については、日本の親会社側にお
いては、益金不算入の対象から外れ
ることになりました。代表例としまして、
オーストラリアのRPS（Redeemable 

Profit Share）と呼ばれる償還優先株
式に係る配当が挙げられます。この
償還優先株式は、形式上は株式とな
りますが、オーストラリアの税制にお
いては実質的には借入金と同様に取
り扱われるためRPSから生じる支払
配当は、一定の要件のもとオーストラ
リアにおいて損金に算入されることに
なります。日本側においては外国子
会社配当の益金不算入制度が適用
されるため、配当額の95％が益金不
算入となり、配当の支払国・配当の
受取国のいずれでも課税されない二
重非課税（ハイブリッド・ミスマッチ）が生
じていました。
　平成27年度税制改正により平成
28年4月1日以後の受取配当につ
いては、配当受取国の日本において

は課税されることになります。
　ただし、平成28年4月1日から平
成30年3月31日までに開始する事
業年度に受ける配当（施行日［平成

28年4月1日］において有する外国法人の

株式等に係るものに限る。）については、
従前どおりの取り扱いとなりますので
ご留意下さい。

総合主義から
帰属主義への移行

 
　平成26年度税制改正により外国
法人・非居住者に対する課税原則
について、従来の総合主義が改めら
れ、帰属主義への見直しが行われま
した。
　総合主義とは、国内に源泉のある
すべての「国内源泉所得」に対して
課税を行うというものであり、帰属主
義とは、国内の支店（PE）に帰属す
るすべての収益に課税を行うというも
のです。
　外国法人の課税原則の実質が帰
属主義となっているため、帰属主義
への移行により各国との取り扱いに
差異がなくなり国際的二重課税が生
じる可能性が少なくなりました。

　帰属主義においては、 外国法人
の日本支店（PE）を外国法人（本店）

から分離・独立した企業として取り扱
うため、以下の点で総合主義と課税
関係で違いが生じます。
◎ 外国法人（本店）との内部取引を

認識し、外国法人（本店）と日本支
店（PE）との間の内部取引の対価
の額が独立企業間価格と異なると
きは、その内部取引は移転価格税
制の対象となり独立企業間価格
で行われたものとされます。

◎ 第三国源泉所得である所得につき
ましても、日本支店（PE）が獲得し
た所得であれば日本での申告の対
象となります。第三国でも課税され
る場合には外国税額控除の適用
を受けることができます。

　法人については、平成28年4月
1日以後に開始する事業年度分の
法人税、個人については平成29年
分以後の所得税から適用されます。
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松宮卓祐  ●法人国際部
（まつみや・たかひろ）

過年度の税制改正の中で、平成28年4月1日以後に適用される

国際税務に関わる制度のうち外国子会社配当益金不算入制度の

見直しと帰属主義への移行についてご紹介します。

詳しくは法人国際部まで
お問い合わせ下さい。

TEL：03-5323-3537
mail：tp@ht-tax.or.jp

参考：平成26年度、平成27年度税制改正（財務省）

平成28年4月1日以後に適用される
国際税務に関わる制度 

未来は自分にとって遠い想像の世界〜今は夢みたいなことが、未来では当たり前になっているかもしれな
いし、むしろ想像すらできないことにあふれているはず。「そんな未来を考えながらのんびり南の島で過ご
すこと」これは、今夏という近未来に是非実現させたいと思います。（松宮）

｢未来｣について
一言about

the future

国際
税務

Topic



去る、4 月19 日、千代田区にある
学士会館のホールで本郷孔洋氏

による著書『経営ノート2016』の出版
記念セミナーが行われた。
　セミナーの序盤、ある有名な物語を引
用して、高度成長期のような頑張れば結
果が出てポストも将来も用意される、そう
した経済の成長に連続性のある時代であ
れば一所懸命もいいが、先行きの見通
せない非連続の時代では一つのことに固
執した経営は向かないと語った。

「平均値で物事を
見てはいけない。
日銀の黒田総裁
が 2％のインフレタ
ーゲットを設定しま
したが、あれも平
均値にすべきでは

なかった。とんでもなく2％を超えたインフ
レ（している業態）もあるし、原油価格が
あれだけ下がると平均値は 2％にはならな
いですよ」と語り、マクロでは悲観してい
てもミクロでは楽観するような時代が来る
と解説。先進の活動をしている中小企業
は、職人の世界のノウハウを、数値やデ
ータを駆使し事業化、工業化することで
成功している。日本の産業のシェアは工
夫する余地が多く、伸びしろはもっとある
と説明した。

　日本の GDP が
低迷している理由
は人口が増えなか
ったことだと述べ、

「成熟した国であり
ながら移民を受け入れ、人口増と新興国
の成長エンジンを組み込んだ米国は強
い。企業に当てはめると、売上は従業
員の数に比例する。売上高を見るよりも
顧客数を見て行った方が成長する」と語
った。また現在は超人手不足の時期に
入っているが、人手不足を解消するイノ
ベーションが必ず起き、10 年後には人
手過剰の時代になると警鐘を鳴らした。
「二兎追う者は一兎をも得ずということわ
ざがありますが、逆のことをすべき。今の
時代は二兎を追わないといけない」、経
営者も組織も「戦略も戦術も出来る」、

「改良もイノベーションも出来る」、「成長
もする、安定もさせる」と両方に気を配る
ことが肝要だと述べ、「どちらかに偏り挑
戦しなくなると不戦敗してしまう、それだけ
は避けなくてはいけない」と強調。最後に

「敵はライバルではなくて自分自身。社長
は外に出て下さい、情報は外にもっとあり
ます」と締めくくった。

SCOPE  No.17908

「常識の真逆は、ブル
ーオーシャン」と銘打
ち、2016年のビジネ
スを取り巻く環境を
著書『 経営ノート
2016』の中から話題
をいくつか抜き出し、
企業の成長に不可欠
なものについて解説
した。マクロで

“悲観”しても、
ミクロでは
“楽観”
している

企業の成長に
必要な要素は

「人」

経営ノート2 0 1 6出版記念セミナー

セミナーレポートS e m i n a r  R e p o r t

辻・本郷 グループ　会長

本郷孔洋

in TOKYO

『経営ノート2016』出版記念セミナー、全国9箇所で開催中！
http://www.ht-tax.or.jp/seminar/managementnote2016/

NEWS
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S e m i n a r

全国女性相続センターへのお問い合わせは

0120-016-708
URL http://www.ht-tax.or.jp/josei-souzoku/

こころん　（正面・横・後ろ姿）

　辻・本郷 税理士法人には、相続に精通した女性税理士に

よる全国女性相続センターがあります。

　相続税のお手伝いをしていますと、女性（妻）が相続人

になる、つまり、ご主人を看取るかたが多くいらっしゃい

ます。ご主人がいなくなり、奥様が一人で抱える不安や疑

問が少なからずあるかと思います。

　辻・本郷 税理士法人の全国女性相続センターは、女性の

相続人から「女性の税理士だから、安心して相談できる」

といった声が多くあるため、そのニーズにお応えすべく誕

生しました。

　私たち、全国女性相続センターの女性税理士は、お母様

や奥様がご家族に相談されるように、お客様のペースにあ

わせて、まずはお客様のお話をじっくりと聞かせていただ

くことを1番大切に考えております。

　弊社の女性税理士はお客様の心に寄り添い、きめ細やか

なサポートをさせていただきます。

相続税申告や相続税対策を
サポートします！
辻・本郷 税理士法人　全国女性相続センター

女性相続セミナー
『女性だからこそ
知っておきたい
相 続 の 備 え 』

［開催日時］

　6月19日（日）  14：00～

［開催場所］
辻・本郷 税理士法人
セミナールーム

新宿センタービル31F

女性税理士による相続税専門のチームが

主人に任せていて財産の把握が
できていないので相続税の申告に
困っています

一人になった後の自分の生活の
ためにはいくら手元に残せば足りるのか
分からない。長生きすることが不安

“
“ ”

”

例えば、
こんな不安！

Information

辻・本郷 相続キャラクター
こころん

Information

TAX
Support
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市
ヶ
谷
フ
ィ
ッ
シ
ュ
セ
ン
タ
ー

ぶらトク

あらためて釣りって楽しいね。
次は自然の中で勝負だ！

仕事も釣りも
協力第一ですね。

お、ぼくにもきた！

よし、任せろ！

久々だけど、

釣れたぞー！

やりましたね、

お見事！

これはいいサイズ
ですねぇ。さすが！

ふっふっふ
思わず食いついちゃった（泣）

支
部
の
様
子
は

ど
う
だ
？

み
ん
な

が
ん
ば
っ
て

い
ま
す
よ
！

おぉお！
きたきた！

ゆ〜っくりと
お願いします

－そして奮闘すること20分－

えさを固めて
　…と

固すぎないのがコツですよ〜
(山口)

実はちゃんと
　釣るのは
小学生以来
なんだよな…

やぁ、山口君
じゃないか。

あ、理事長！
いまから釣りに
行くんです。
ご一緒されます？

市ヶ谷フィッシュセンター　東京都新宿区市谷田町1-1　TEL：03-3260-1324
http://www.ichigaya-fc.com/ifc/

東京・大都会のど真ん中、市ヶ谷駅の真横に位置しています。子どもからお年寄りまで
遊べる釣りスポットとして50年以上この場所で親しまれ続けています。

★★★＝大満足、プライベートでも行こうかな！
　★★＝面白かったよ、機会があったらまた挑戦しよう。
　　★＝「・・・・・・・・」

なんと30kgのマグロを
釣ったこともある
釣りマスターです。

今回のパートナー

撮影協力

大宮支部所長

山口拓也さん

♯001

ぶらトク
ぶらぶら徳田理事長と行く

徳田孝司理事長が日頃経

験していないことに体当

たりでチャレンジする連

載企画。 第1回のテーマ

は“釣り堀”。都会の喧騒

の中、のんびりと糸を垂

らしてみました。果たし

て結果やいかに。

の巻

新連載



昨年から今年にかけて、新聞やテレビのニュースで「インバウンド」「訪日観光客」という言葉をご覧になった
方も多いのではないでしょうか？2015年の1年間に、海外から日本へ来た外国人の数は1973万7千人で、前年
（2014年）比で47.1%もの増加をしました。なぜインバウンド市場は急拡大したのか、増え続ける訪日観光客
にどう向き合っていくべきなのか、このコラムではインバウンド市場で勝ち抜くヒントを探っていきます。

訪日観光客数の

データ：日本政府観光局（JNTO）

中国
499万人

韓国
400万人台湾

367万人

香港
152万人

米国
103万人

タイ80万人

豪州38万人
シンガポール31万人

●マレーシア 31万人
●フィリピン 27万人

英国26万人
カナダ23万人
フランス21万人

●インドネシア 20万人
●ベトナム 19万人

その他
163万人

■人口ボーナス期で注目の4ヵ国

861
万人

622
万人

836
万人

1036
万人

1341
万人

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

脈動するインバウンド市場
●新連載　─ ラユニオン・パブリケーションズ スペシャルレポート ─

 vol.1

急拡大した 2 0 1 5 年を振り返る急拡大した 2 0 1 5 年を振り返る

　政府が2020年の目標としていた2000
万人に肉薄したことで、2020年の訪日観
光客（訪日外国人観光客）数の目標を
4000万人に上方修正しました。
　国別で見ると、中国が前年比で107.3%
増と大きく伸び、入国人数で1位、消費金額
も『爆買い』効果で1位でした。2～5位ま
での韓国、台湾、香港、米国もそれぞれ15
～65%増と好調で上位5ヵ国で訪日観光
客数のほぼ77%を占めていました。国別
統計では、ロシア以外の全ての国でプラス
だったという好調ぶりでした。では、この
訪日ボーナスとも言える状況はどうして
起こったのでしょうか？大きな理由とし
ては２つ「為替」「資源価格の急落」です。
　まずは為替ですが、2012年には1ドル
80円台だったものが2015年には120円
前後に、訪日観光客にとっては日本での
使える予算が倍増したように感じられた

でしょう。これまで「高い国」だった日本が
急に身近になりました。2つ目の資源価格
の急落ですが、これによって、航空会社の燃
料サーチャージが大幅に下がり、格安航空
会社（LCC）の参入も拡大し、輸送量が増え
ました。他にも、観光ビザの緩和や自治
体、旅行会社による地道な誘客も実を結び
ました。2015年は訪日観光客が増える要
素がいくつも重なり、そこへ中国の経済成長
のタイミングが上手く噛み合ったことが、
急激な増加につながったのだと言えます。

今後の訪日観光客の動向
　今年も増加傾向は続くと見られていま
すが、昨年ほどの爆発的な伸びはないと
の見方が優勢です。中国経済の鈍化、世界
経済の停滞、地政学リスク、地震による旅
行マインドの冷え込みなど事前に予測し

にくいこともあります。一方で、1人あた
りのGDPが急拡大し、人口ボーナス 期に
入ったベトナム、フィリピン、インドネシ
ア、マレーシアなどからの訪日客は今後大
きく伸びると予想しています。特に、たい
へんな親日国でもあり、2億人以上の人口
を擁するインドネシアは非常に魅力的な
市場です。しかし国民の9割がイスラム教
の信徒であるインドネシア人には、豚肉や
アルコールを除いたメニューを用意でき
るかなどの工夫が必要です。訪日観光客
が拡大するからといって、濡れ手に粟と
経済効果が見込めるわけではありませ
ん。多様化する訪日観光客を獲得するに
は、受け入れ側の対応が必要になっていく
のです。来月号では、インバウンド市場で
勝ち抜くための事例を紹介します。

※人口ボーナス= 生産年齢人口が多く経済が発展しやす
い状態のこと。

※

1973.7万人

推移
国別
内訳

前年比

47％増
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訪日外国人観光客向けのWebサイトや印刷物など、多言語の制作を得意とする編集プロダクション。主な事例は日本政府観光局（JNTO）や
各自治体、交通事業者など。今月よりインバウンドに関するコラムを毎月お届けいたします。

PR

●お問い合わせ先／株式会社ラユニオン・パブリケーションズ　☎03-3234-9280　URL:http://lunion.jp/



『SCOPE』はどの程度読まれていますか？（当てはまる項目をひとつ選び、○印を付けて下さい）

① 毎号かかさず読んでいる　② ２～３ヵ月に１度くらい読んでいる
③ 年に１～２回程度読んでいる　④ ほとんど読んでいない　⑤ 初めて読んだ

新『SCOPE』に関する次の事項について、それぞれお答えください
（それぞれ当てはまる項目をひとつ選び、○印を付けて下さい）

新しい記事はいかがでしたか？　① とても面白かった　② 面白かった　③ 以前の方が良かった
読みやすさは？　① とても読みやすい　② 普通　③ 以前の方が読みやすかった

新『SCOPE』で面白かった記事を選んでください（３つまで選び、○印を付けて下さい）

① 特別対談 本郷会長×徳田理事長　② 税金Q&A　③ 税金　④ 国際税務　⑤ 女性相続　
⑥ 経営ノート2016セミナーレポート　⑦ ぶらトク（市ヶ谷フィッシュセンター）　⑧ インバウンドコラム

『SCOPE』についてご意見ご感想等ありましたら、ご自由にお書きください

税金に関するお悩みがありましたらお書きください（任意、誌面で紹介させていただくことがあります）

あなたの未来についてひと言お願いします（誌面で紹介させていただくことがあります）

（ふりがな）

●お名前

●年代（ 20代 ・30代・40代・50代・60代・70歳以上 ）

●性別

男・女

●会社名

●ご住所　〒

●電話番号　　　　（　　　　　）

アンケート＆プレゼント

●応募先FAX番号
0 3 - 5 3 2 3 - 3 3 0 2

●応募先E-mailアドレス
scope@ht-tax.or.jp
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Q.1

Q.3

Q.5

Q.2

Q.4

Q.6

いつも『SCOPE』をご愛読いただき、ありがとうございます。
全面リニューアルした新生「SCOPE」いかがでしたか？ 

アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で2名様に、プレゼントを差し上げます。
このページを、Faxもしくは、Emailでご応募ください。
皆様のご意見、ご感想を心よりお待ちしております。 ★当選の発表は商品の発送を

　もって代えさせていただきます。

応募〆切は
6月14日

個人情報の取り扱いについて　ご応募いただい
たお客様の個人情報は、抽選及び賞品を発送す
るためのもので、それ以外の目的では使用いたしま
せん。また、お客さまの個人情報をお客さまの同意
無しに業務委託先以外の第三者に開示・提供す
ることはありません（法令等により開示を求められ
た場合を除く）。また、アンケートの結果については
誌面で紹介させていただくことがあります。その場
合はイニシャル・年代・性別を掲載いたします。

●プレゼント商品
ロゴス 7075トリポッドチェア
680gの超軽量ながら、120kgまでの耐荷
重をもつ折りたたみチェア。釣り堀体験や、
レジャーのお供に便利な逸品です！
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編集
後記

〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル31F
TEL 03-5323-3301（代表） FAX 03-5323-3302辻・本郷 税理士法人

次号予告

札 幌 支 部 〒060-0005　北海道札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ12階
TEL.011-272-1031　FAX.011-272-1032

青 森 支 部 〒030-0861　青森県青森市長島2-13-1 AQUA青森スクエアビル4階
TEL.017-777-8581　FAX.017-721-6781

八 戸 支 部 〒031-0072　青森県八戸市城下4-25-5
TEL.0178-45-1131　FAX.0178-45-5160

秋 田 支 部 〒010-0954　秋田県秋田市山王沼田町6-34
TEL.018-862-3019　FAX.018-862-3944

久 慈 支 部 〒028-0061　岩手県久慈市中央3-51 久慈駅前ビル403号
TEL.0194-53-1185　FAX.0194-53-1185

盛 岡 支 部 〒020-0021　岩手県盛岡市中央通2-11-18 明治中央通ビル5階
TEL.019-604-6868　FAX.019-604-6866

遠 野 支 部 〒028-0542　岩手県遠野市早瀬町2-4-21 遠野公文会館2階
TEL.0198-63-1313　FAX.0198-63-1317

一 関 支 部 〒021-0892　岩手県一関市東地主町60番地
TEL.0191-21-1186　FAX.0191-26-1665

仙 台 支 部 〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ2階
TEL.022-263-7741　FAX.022-263-7742

福 島 支 部 〒960-8114　福島県福島市松浪町4-23 同仁社ビル4階
TEL.024-534-7789　FAX.024-534-7793

郡 山 支 部 〒963-8002　福島県郡山市駅前1-15-6 明治安田生命郡山ビル4階
TEL.024-927-0881　FAX.024-927-0882

新 潟 支 部 〒950-0087　新潟県新潟市中央区東大通2-3-28 パーク新潟東大通ビル5階
TEL.025-255-5022　FAX.025-248-9177

上 越 支 部 〒943-0892　新潟県上越市寺町3-8-8
TEL.025-524-3239　FAX.025-524-3187

水 戸 支 部 〒310-0903　茨城県水戸市堀町1163-7
TEL.029-252-7775　FAX.029-254-7094

館 林 支 部 〒374-0024　群馬県館林市本町2-5-48 マルゼンビル6階
TEL.0276-76-2011　FAX.0276-76-2012

深 谷 支 部 〒366-0052　埼玉県深谷市上柴町西4-17-3
TEL.048-571-4619　FAX.048-571-8158

大 宮 支 部 〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル18階
TEL.048-650-5211　FAX.048-650-5212

越 谷 支 部 〒343-0808　埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅II 202号
TEL.048-960-1751　FAX.048-960-1752

川 口 支 部 〒333-0842　埼玉県川口市前川2-51-10
TEL.048-268-0633　FAX.048-268-0692

川口東支部 〒332-0012　埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
TEL.048-227-1260　FAX.048-227-1261

柏 支 部 〒277-0023　千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル4階
TEL.047-165-8801　FAX.047-165-8802

松 戸 支 部 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1292-1 シティハイツ松戸205号
TEL.047-331-7781　FAX.047-331-7786

東京中央支部 〒100-0005　東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル7階
TEL.03-6212-5801　FAX.03-6212-5802

渋 谷 支 部 〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー13階
TEL.03-6418-6761　FAX.03-6418-6762

品 川 支 部 〒108-0074　東京都港区高輪3-26-33 京急第10ビル3階
TEL.03-5791-5731　FAX.03-5791-5732

神 田 支 部 〒101-0047　東京都千代田区内神田3-20-3 小鍛冶ビル8階
TEL.03-5289-0818　FAX.03-5289-0819

吉祥寺支部 〒180-0004　東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-5 吉祥寺本町ビル７階
TEL.0422-28-5515　FAX.0422-28-5516

東大和支部 〒207-0031　東京都東大和市奈良橋5-775
TEL.042-565-1564　FAX.042-563-0189

立 川 支 部 〒190-0012　東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階
TEL.042-548-1841　FAX.042-548-1842

町 田 支 部 〒194-0021 東京都町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル9階
TEL.042-710-6920　FAX.042-710-6921

横 浜 支 部 〒220-0004　神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NOF横浜西口ビル4階
TEL.045-328-1557　FAX.045-328-1558

湘 南 支 部 〒251-0055　神奈川県藤沢市南藤沢4-3 日本生命南藤沢ビル4階
TEL.0466-55-0012　FAX.0466-55-0032

小田原支部 〒250-0011　神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階
TEL.0465-40-2100　FAX:0465-40-2101

伊 東 支 部 〒414-0002　静岡県伊東市湯川1-3-3 上條ビル5階
TEL.0557-37-6706　FAX.0557-37-8988

豊 橋 支 部 〒440-0086　愛知県豊橋市下地町字長池13番地
TEL.0532-54-3000　FAX.0532-54-3002

名古屋支部 〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス5階
TEL.052-269-0712　FAX.052-269-0713

四日市支部 〒510-0822　三重県四日市市芝田1-3-23
TEL.059-352-7622　FAX.059-351-2988

京 都 支 部 〒600-8009　京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル6階
TEL.075-255-2538　FAX.075-255-2539

豊 中 支 部 〒560-0021　大阪府豊中市本町1-1-1 豊中阪急ビル6階
TEL.06-4865-3340　FAX.06-4865-3341

大 阪 支 部 〒541-0045　大阪府大阪市中央区道修町4-6-5 淀屋橋サウスビル6階
TEL.06-6227-0011　FAX.06-6227-0063

堺 支 部 〒590-0985　大阪府堺市堺区戎島町3-22-1 南海堺駅ビル412号
TEL.072-224-1006　FAX.072-224-1007

神 戸 支 部 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-10 オリックス神戸三宮ビル10階
TEL.078-261-0101　FAX.078-261-0120

岡 山 支 部 〒700-0815　岡山県岡山市北区野田屋町1-1-15 岡山桃太郎大通りビル7階
TEL.086-226-8555　FAX.086-226-8556

広 島 支 部 〒730-0051　広島県広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町9階
TEL.082-553-8220　FAX.082-553-8221

松 山 支 部 〒790-0011　愛媛県松山市千舟町6-5-10
TEL.089-945-3560　FAX.089-945-3385

北九州支部 〒802-0003　福岡県北九州市小倉北区米町1-2-26 日幸北九州ビル4階
TEL.093-512-5760　FAX.093-512-5761

福 岡 支 部 〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神1-3-38 天神121ビル8階
TEL.092-715-6901　FAX.092-715-6902

大 分 支 部 〒870-0035　大分県大分市中央町1-1-3 朝日生命大分ビル4階
TEL.097-532-2748　FAX.097-538-7006

延 岡 支 部 〒882-0803　宮崎県延岡市大貫町5-1740-2
TEL.0982-22-3570　FAX.0982-31-2789

沖 縄 支 部 〒900-0006　沖縄県那覇市おもろまち4-19-14 八重洲第7ビル5階
TEL.098-941-3230　FAX.098-941-3231

　新生『SCOPE』、いかがだったでしょうか？
お客様はもちろん、辻・本郷のスタッフにと
っても、楽しめる会報誌を作りたい！　そん
な想いをこめて、１つ１つ大切に携わらせて
頂きました。本郷会長、徳田理事長をはじめ、
原稿ご担当の方々には、沢山のわがままを聞
いて頂き、本当にありがとうございます。5月

号から 3回シリーズで展開するテーマ「未来
へ」にちなみ、これからも、沢山の新たな可
能性と、ワクワク感満載の『SCOPE』を皆
様にお届けしたいと思っています。
また、このたび九州地方の大地震で被災さ
れた皆様には、この場をお借りしまして、心
よりお見舞い申し上げます。（佐脇）

女性視点の未来へ
TAX GIRL座談会
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